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１．流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）

区分 所得割 均等割 平等割

医療分 7.3% 19,200円 15,600円

後期分 2.2% 5,500円 ―

介護分 1.6% 12,600円 ―

所得割 均等割

3.23% 12,700円

項目 新料率適用後

1人当たり平均保険料増加額
年 11,923円
月 994円

1人当たり平均保険料額 年 115,322円

保険料収入増加額 329,597,710円

現料率と比較 ＋7,200円＋1.03%

改正前 改正後

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （後期高齢者支援金等賦課額の保険料率）

第16条の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 第16条の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 100分の2.2 (1) 所得割 100分の3.23

(2) 被保険者均等割 被保険者１人について5,500円 (2) 被保険者均等割 被保険者１人について 12,700円

【新旧対照表】

(２) 改正後の保険料増加額等について

〇 現状の被保険者及び所得に新料率を適用した結果、保険料収入額が約3.３億円増加

する見込みとなります。

※ ただし、令和７年度の保険料収入増加額は、被保険者数の変化及び社会経済情勢等により見込み

と異なる可能性があります。

〇 また、1人当たり平均保険料の増加額は、年間11,923円、月額９94円となります。

【改正前：３区分別保険料】

【改正後 ： 後期高齢者支援金分 保険料】

１

応能分 応益分

〇 国民健康保険料は、医療費の財源となる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる「後期高齢者支援金分」、40歳から

65歳未満の介護保険第２号被保険者の方が納める「介護分」の３区分から構成されています。

〇 今回の議案は、保険料３区分のうち、令和７年４月１日から後期高齢者支援金分の所得割及び被保険者均等割を引き上げるため、

流山市国民健康保険条例（平成3年条例第6号）の一部を改正するものです。

〇 保険料率は、現行の所得割２．２０％を１．０３％引き上げ、３．２３％とし、均等割５，５００円を7,200円引き上げ、１２，７００円

とします。

(１) 流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）について



２．国民健康保険の財政運営について

〇 平成３０年度の国保運営の広域化（市町村単位から都道府県単位へ）以降、県が市町村ごとに医療費水準や所得水準等に応じた事業費納付金

の額を決定し、市町村は県から示された事業費納付金を県に納める仕組みとなっています。

(＝医療分の場合。事業費納付金は医療分のほか、後期高齢者支援金分と介護納付金分の合計３区分で構成されています。）

〇 そして、県は市町村が納付した事業費納付金を財源として、保険給付費に必要な費用を全額、市町村に対して支払うこととなり、個々の

市町村の保険給付費の増減が、直接的に個々の市町村の収支に影響を及ぼさない仕組みとなっています。

➡ 高額医療費等の発生などの多様なリスクを県全体で分散。➡ 急激な保険料上昇が起きにくい仕組みとなる。

〇 また、県が県内市町村に対し、納付金を納めるために必要な市町村ごとの標準保険料率を提示・公表することで、保険料負担が見える化されました。

都道府県

都道府県が市町村ごとに決定した

国保事業費納付金を市町村が納付市町村

市町村

市町村 国保運営方針
(県内の統一的方針)

給付費に必要な費用を、

全額、市町村に支払う（交付金の交付）

給
付

高額医療費等の発生のリスクを分散 改革後の財政の仕組み

市民

急激な保険料上昇を抑える

保険料

年度

市町村

保険料負担の見える化
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市町村で高額療養費発生
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保険料 流山市

保険料

県が県内市町村が納付金を納める
ために必要な標準保険料率を示す

不足
赤字繰入等
で補填
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千葉県
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付
金
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付
金

改革後

急激な上昇抑える

急激な
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【広域化全体像】

【広域化目的・効果等】

改革前

２



３．国民健康保険特別会計について

総務費

保険給付費

その他支出

国費・県費補助金

その他収入

保険料収入

繰入金

＜歳出＞ ＜歳入＞
被保険者数

医療分

後期高齢者支援金分

介護分

事業費納付金

○ 国民健康保険は、法令上、一般会計と区分して特別会計を設けて経理

するため、独立採算が原則です。

○ 具体的には、必要な歳出として求められる県への事業費納付金等に

見合った保険料収入等を確保する必要があります。

〇 なお、保険給付費（医療費の市負担分）については、全額県の補助金

により賄われるため、直接的に収支に影響は及ぼしません。

〇 繰入金は、「基金からの繰入金」と「一般会計からの繰入

金」があります。

〇 また、一般会計からの繰入金は「法定内繰入」と「法定外

繰入」に大別されます。

〇 さらに、法定外繰入は、「決算補填等外繰入」(赤字外繰入)

と「決算補填等目的繰入」（赤字繰入）に分かれます。

基金繰入金

一
般
会
計
繰
入
金

法定内繰入金
基盤安定、職員給与、出産育児一時金等

法
定
外
繰
入
金

決算補填等 外

◆ 保健事業費に充てるため 等

決算補填等目的
（赤字繰入）

◆ 保険料の負担緩和を図るため 等

※ 赤字繰入の詳細はP５参照

削減・解消の対象
３

医療分

後期高齢者支援金分

介護分

(１)国民健康保険特別会計の仕組みについて (２) 繰入金の仕組みについて



４．流山市国民健康保険の現状について

４

〇 本市国民健康保険は、被保険者数の減少により保険料収入が減る一方、千葉県に支払う事業費納付金は高止まりしており※、国保特別会計の

収支不足（赤字）は年々増加しています。➡ 平成３０年度から令和５年度までの間に、平均被保険者数は5,164人の減少、保険料収入は

約４億３千万円減少、事業費納付金は約１億6千万円の増加。

※ 1人当たりの事業費納付金が増加していること、高齢化に伴い後期高齢者支援金分（後期高齢者医療制度 への拠出）の事業費納付金が増加していること等が

高止まりの要因となっています。

〇 当該赤字は一般会計からの赤字繰入と国保の基金取り崩しで補ってきましたが、令和６年度に基金を概ね全額取り崩す予定であり、国保財政

は厳しい状況にあります。

〇 そのため、本市は第２期事業財政健全化計画（令和６年度から１１年度）を策定し、赤字繰入削減・解消のための適切な保険料率を設定する

ことを方針としました。

304,108 333,250 

448,670 
529,927 

694,022 
723,541 

858,860 964,421 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

赤字額の推移（千円）

0

基金概ね全額
取り崩し

下記数値は令和５年度までは実績値、令和６年度は9月補正後の予算額等、令和７年度及び８年度は推計値

赤字額（収支不足） 304,108 333,250 448,670 529,927 694,022 723,541 858,860 964,421

内）赤字繰入 304,108 333,250 348,670 528,443 394,022 193,541 858,860 964,421

内）基金繰入 0 0 100,000 1,484 300,000 530,000 0 0

35,744 
34,361 

33,734 
33,227 

31,976 

30,580 
29,514 

28,642 
27,709 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

平均被保険者数（人）

3,626,927 

3,449,284 3,400,349 3,368,177 3,301,405 
3,193,818 

3,009,258 
2,927,011 

2,839,205 

4,349,750 

4,423,125 

4,329,899 4,374,518 4,339,482 

4,512,305 4,486,080 4,455,851 4,473,606 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

事業費納付金（千円）

保険料収入（千円）



５．赤字繰入について

５

〇 市の会計は、①一般会計 ②特別会計 ③企業会計 の３つに大別され、会計ごとに、歳入と歳出を収支均衡させる

「独立採算」が原則です。

〇 国保事業は特別会計が設けられているため、国保関連の歳入（保険料、交付金等）により国保関連の歳出（事業費

納付金、保険給付費等）を賄うことが原則です。⇒「給付」と「負担」の対応関係が明瞭に

〇 一方で、流山市国保は現在、一般会計から繰入を行っています。

〇 法律に繰り入れることが明記されている「法定内繰入金」に対し、「法定外繰入金」は法律の定めによらず、市町村

の判断で独自に行う措置とされており、特に赤字繰入については国等から削減・解消するべきものとされています。

〇 本来、保険料で確保すべき収入部分を赤字繰入で賄うことにより、結果的に国保被保険者の負担緩和につながって

います。

〇 一方で、繰入金の財源として一般会計の歳入（税収入等）が用いられているため、国保以外の流山市民も実質的に負

担していることとなります。 ➡ 保険料の２重負担

・法定内繰入金

・法定外繰入金（赤字外）

・法定外繰入金（赤字繰入）

税

被用者保険に

加入している

市民

健保組合 等

保険料

市国保
繰入

流山市



６．流山市の保険料について（３区分合計）

６
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応能分（令和６年度）単位：％
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① 保険料負担率（所得に占める保険料額

の割合）は３７市中３番目の低さと

なっています。

※現時点で県から提供されている最新の各市保険料
負担率は令和４年度実績の数値となります。

② 経済的負担能力に応じて賦課される部分

として所得割等の「応能分」は３７市中

１９位と中位となっています。

③ 平等に被保険者又は世帯が負担することと

なる均等割及び世帯別平等割の「応益分」は

３７市中最も低くなっています。

〇 納付金を賄うための保険料の参考として

県が示す「標準保険料」と本市保険料を比較

すると1人当たり31,873円の乖離が生じてます。
※ 「本市保険料」とは保険料調定額のこと

〇 令和６年度の保険料３区分(医療分・後期分・介護分)

別の１人当たりの標準保険料と本市保険料を比較すると

後期分の乖離額等が最も大きくなっています。

1人当たり
保険料

1人当たり
標準保険料

103,399円

135,272円

差額31,873円

【1人当たり標準保険料と本市保険料の比較】【医療分】

乖離額

12,864円

標準保険料 88,029円

本市保険料 75,165円

標準保険料 35,967円

本市保険料20,587円

標準保険料
11,276円

本市保険料
7,647円

【後期分】

乖離額

15,380円

【介護分】

乖離額
3,629円

(１) 千葉県内３７市比較

(２) 標準保険料との乖離
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11.67 11.09 11.01

八
街
市

山
武
市

茂
原
市

東
金
市

銚
子
市

大
網
白
里
市

勝
浦
市

市
原
市

鴨
川
市

い
す
み
市

匝
瑳
市

袖
ケ
浦
市

印
西
市

八
千
代
市

香
取
市

旭
市

木
更
津
市

君
津
市

千
葉
市

白
井
市

富
津
市

我
孫
子
市

南
房
総
市

館
山
市

四
街
道
市

富
里
市

鎌
ケ
谷
市

習
志
野
市

松
戸
市

佐
倉
市

野
田
市

船
橋
市

成
田
市

柏
市

流
山
市

市
川
市

浦
安
市

保険料負担率（令和４年度実績）単位：％



7．令和７年度 後期高齢者支援金分の新料率について

7

〇 千葉県は県内市町村の令和１2年度までの赤字繰入解消、令和１２年度以降の県内保険料完全統一化を目指しているため、本市保険料と

県が示す標準保険料の乖離を是正する必要があります。

〇 そのため、まずは、１人当たりの標準保険料と本市保険料の乖離額等が最も大きい後期高齢者支援金分について、標準保険料に近づけた

新料率を適用します。（医療分及び介護分は据え置き）

〇 現状の被保険者及び所得に新料率を適用した結果、保険料収入額が約3.３億円増加する見込みとなります。

※ ただし、令和７年度の保険料収入増加額は被保険者数の変化及び社会経済情勢等により見込みと異なる可能性があります。

〇 また、1人当たり平均保険料の増加額は、年間11,923円、月額９94円となります。

Point １ 賦課割合の修正

・ 本市の賦課割合(応能と応益が占める割合)は県平均と比べ、特に「後期高齢者支援金分」について応能(所得割)

偏重となっています。➡ 中間所得者層に重い負担

・ また、県内保険料統一化に向け、賦課割合を「県標準割合」へ近づける必要があります。

・ 標準保険料には以下の２通りがあります。

➡ 賦課割合について県標準割合へ修正 （56：44) ＝ 県算定方式の標準保険料率

➡ 賦課割合について現行の流山市割合を維持（73：27）＝ 市町村算定方式の標準保険料率 ※上表②

・ 県内保険料統一化に向けては「県算定方式の標準保険料率」に近づける必要がありますが、賦課割合を県標準割合

（56：44）とすると均等割等からなる応益分が大幅に増加し、低所得者層への負担が大きくなります。

・ そこで、今回、後期高齢者支援金の「市町村算定方式の標準保険料率」から、本市「医療分」と同割合である応能

応益割合を63：37（応能を△10％修正）とした新料率とし、引き続き低所得者層へ配慮しつつ、賦課割合を県標

準割合へ近づけるものとします。

後期高齢者
支援金分

所得割
（％）

均等割
（円）

賦課割合
（応能：応益）

① 現行 2.2 5,500 73：27

② 標準保険料
（市町村算定方式）

3.53 10,200 73：27

③ 新料率 3.23 12,700 63：37

項目 新料率適用後

1人当たり平均保険料増加額 年 11,923円 ／ 月 994円

1人当たり平均保険料額 年 115,322円

保険料収入増加額 329,597,710円

①➡③現料率と比較 ＋7,200＋1.03 △10：＋10
医療分 63：37

後期分 73：27

Point ２ 収入増加額の規模

・ 新料率適用後の保険料収入増

加額約３．３億円は、第２期事業

財政健全化計画中間見直し年度

（令和８年度）の赤字繰入想定額

約９．６億円の１／３にあたる

約３．２億円と同規模となります。



※ 所得は基礎控除前の総所得金額です。

8．新保険料率適用後の世帯人員別・所得段階別増加額

【医療分、後期分及び介護分合計】

※ 世帯を構成する人全員に介護分がかかる場合の保険料です。※ 流山市国保は１～２人世帯で約９割を占めています

〇 新保険料率適用後、所得区分が最も低い保険料７割軽減世帯（１人世帯）は年間2,200円増加、

月額は183円の増加となり、近隣市比較では鎌ヶ谷市を除けば最も低い保険料となっています。

➡ 新料率適用後も本市の保険料は引き続き低所得者層に配慮した料率設定となっています。

〇 また、我孫子市と松戸市は新保険料適用後も全ての所得層で流山市に比べて保険料が高くなるほか、

柏市でも主に低所得者層で流山市より保険料が高い状況です。

世帯
構成

所得 軽減
現行保険料
（円）

改定後保険料
（円）

増加額（円）
増加率
（％）

我孫子 松戸 柏 鎌ヶ谷 野田
年間 月額

１人

43万 ７割 15,700 17,900 2,200 183 14.01% ＋2,700 ＋1,900 ＋2,400 △ 200 ＋1,900

72万 ５割 58,500 65,100 6,600 550 11.28% ＋6,600 ＋2,600 ＋2,300 △ 4,300 △ 800

96.5万 ２割 101,500 112,800 11,300 941 11.13% ＋11,100 ＋4,300 ＋3,200 △ 7,600 △ 2,100

300万 ― 338,100 371,800 33,700 2,808 9.96% ＋27,500 ＋3,800 △ 7,600 △ 34,400 △ 29,500

600万 ― 671,100 735,700 64,600 5,383 9.62% ＋49,100 ＋1,400 △ 25,600 △ 73,400 △ 71,500

800万 ― 893,100 961,100 68,000 5,666 7.61% ＋18,800 ＋17,000 △ 22,000 △ 82,200 △ 103,500

２人

43万 ７割 27,000 31,300 4,300 358 15.92% ＋3,500 ＋2,900 ＋5,700 △ 2,300 ＋1,200

101万 ５割 109,300 122,500 13,200 1,100 12.07% ＋10,000 ＋4,100 ＋6,100 △ 11,500 △ 6,100

150万 ２割 190,800 213,300 22,500 1,875 11.79% ＋16,900 ＋6,700 ＋8,700 △ 20,100 △ 11,500

300万 ― 375,400 416,300 40,900 3,408 10.89% ＋29,900 ＋7,300 ＋3,300 △ 41,300 △ 31,900

600万 ― 708,400 780,200 71,800 5,983 10.13% ＋51,500 ＋4,900 △ 14,700 △ 80,300 △ 73,900

800万 ― 930,400 992,900 62,500 5,208 6.71% ＋23,400 ＋33,200 △ 13,400 △ 76,400 △ 105,800

改定後保険料が 「+」流山より高い 「△」流山より低い

8

区分 所得割 均等割 平等割

医療分 7.3% 19,200円 15,600円

後期分 3.23% 12,700円 ―

介護分 1.6% 12,600円 ―



〇 新料率適用後、保険料負担率は３７市中２９位、所得割等の「応能分」は８位、均等割及び世帯別平等割の「応益分」は３４位となる見込みです。

〇 新料率適用後、保険料収入は約３．３億円増加見込みとなり、赤字繰入は同額程度削減される見込みです。

〇 そのため、赤字繰入は令和７年度は約５．３億円、令和８年度は約６．３億円となる見込みです。

※ ただし、保険料収入は被保険者数の変化により、実際は推計と異なる場合があります。また、赤字繰入は実際は保険料収入のみで上下するわけではなく、事業費納付金や国庫補助等の金額の変化によって

上下する場合があります。

3,009,258 

2,927,011 
2,839,205 

3,256,608 
3,168,803 

R6 R7 R8

＋329,598

新料率適用後

新料率適用前

単位：千円
723,541 

529,263 
634,823 

R6 R7 R8

858,860
964,421

▲329,598

令和６年度は赤字
繰入と基金繰入の
合計
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新料率適用後

新料率適用前

9．新保険料率適用後の県内比較及び保険料収入・赤字繰入の見込み

保険料収入見込み（単位：千円） 赤字繰入等見込み（単位：千円）

新料率適用後
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10．国民健康保険運営協議会での審議・答申について

令和６年５月１７日（金）：第１回運営協議会 諮問・説明・審議 ／ ６月２１日（金）：第２回運営協議会 審議

７月 ５日（金）：第３回運営協議会 審議 ／ ７月１９日（金）：第４回運営協議会 答申案審議

７月２６日（金）：会長から市長へ答申書提出

諮問から答申までのスケジュール

10

審議結果

(１) 見直しの必要性

令和７年度から、国民健康保険料の引上げを基本として見直すことは、やむを得ないとの結論に達しました。

（２）国民健康保険料見直しの内容

ア 国民健康保険料率改定の内容

見直しをする国民健康保険料の賦課額は、標準保険料率との乖離幅が一番大きい後期高齢者支援金等賦課額とし、応能、応益の配分に

ついては、県算定方式の賦課割合に近づけつつも、低所得者層及び中間所得者層への影響を十分考慮する必要があります。

答申内容について（一部抜粋）

（３）附帯意見

ア 物価高騰等の社会経済情勢が厳しい中、保険料の増加はとりわけ低所得者層に負担となることから、国民健康保険制度の財政構造上の

問題点を解消すべく、国に財政支援の拡充について要望を上げるなどの積極的な働きかけを行うこと。

また、第２期事業財政健全化計画の中間見直しの際には低所得者層の負担感を考慮し、一般会計から国民健康保険特別会計に対する支援

に関しては、減少させる時期や規模について十分検討すること。

イ 国民健康保険財政の支出拡大を防ぐため、医療費適正化などの取組みを継続していくこと。

ウ 保険料の見直しが、一定の自己負担額で高度な医療が受けられる国民健康保険制度を支えるために必要であることを、十分に周知し、

被保険者の理解が得られるよう努めること。

イ 国民健康保険料率改定の効果

新料率適用後の保険料収入増加額は約３．３億円と見込まれます。当該保険料収入増加額は流山市国民健康保険第２期事業財政健全化

計画上、中間見直し年度である令和８年度の赤字繰入想定額約９．６億円の３分の１にあたる約３．２億円と同規模となり、被保険者の

負担感を踏まえて、赤字繰入を段階的に解消する視点から許容できます。


